
 
 

平成28年4月13日 

各 位 

                    会 社 名 株式会社 井 筒 屋 

                                     代表者名 代表取締役 影山 英雄 

                         （コード番号8260 東証第1部 福証） 

問合せ先 総務グループ長 竹内 直行              

（ＴＥＬ．093-522-3310） 

 

 

「コーポレートガバナンスに関する基本方針」制定のお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制

定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

  

 本基本方針は、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨・精神を踏

まえつつ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現することを目的として、当社のコ

ーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、枠組および指針等を定めております。 

 

 【コーポレートガバナンスに関する基本方針の構成】 

   第１章  総則 

   第２章  株主の権利・平等性の確保、株主との対話 

第３章    ステークホルダーとの適切な協働 

第４章   適切な情報開示と透明性の確保 

第５章  取締役会等の責務 

 

  詳細につきましては、添付の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」をご参照くだ

さい。 

                                         以 上        
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コーポレートガバナンスに関する基本方針 

 

第 1 章 総則 
 

（目的） 

第 1 条 株式会社井筒屋（以下、「当社」といいます。）は、顧客、お取引先、従業員、株主、

地域社会等のステークホルダーへの社会的責任を果たすとともに、当社の持続的な

成長と企業価値の向上を実現することを目的として、当社「経営理念」に基づき、

コーポレートガバナンスに関する基本方針を制定します。 

 

（経営理念） 

第 2 条 当社は、「顧客の欲する商品を、欲する価格で、欲する時期に、欲する数量を買い求

めやすい状態で積極的に提供する」ことを会社の基本目的とします。 

     さらに、この目的を深く追求することによって、顧客、お取引先、従業員、株主の

四本の柱に対し、適正な利益配分を行い、『秩序の上に立つ創造的繁栄』をはかるこ

とを、当社の経営理念と定め、この理念に徹するとともに、『奉仕こそ繁栄の基』と

いう奉仕の精神を、日常の実践的心構えとします。 

 

（コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方） 

第3条 当社は、顧客、お取引先、従業員、株主、地域社会等のステークホルダーからの負託

に応え、当社の持続的な成長と企業価値の向上を実現するため、経営監督機能と業務

執行機能との分離を図り、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことにより経

営の活力を増大させることを目的として、この基本方針の考えに沿って、コーポレー

トガバナンス体制を構築してまいります。 

    

 

第 2 章 株主の権利・平等性の確保、株主との対話 
 

（株主総会） 

第4条 当社は、株主総会が最高意思決定機関であり、株主との建設的な対話を行う場である

ことを認識し、株主との対話の充実を図るとともに、株主が適切な判断を行ううえで

有益な情報については迅速かつ適確に提供することに努め、株主総会における権利行

使に係る適切な環境整備に取り組んでまいります。 

 

（株主の平等性の確保） 

第5条 当社は、全ての株主に対して、実質的な平等性を確保するとともに、株主の権利の確

保と適切な権利行使に資するため、適切な環境整備に取り組んでまいります。 
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（株主との対話） 

第6条 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するためには、株主・投資家

との積極的かつ建設的な対話を行い、その意見や要望を経営に反映させることが重要

であると認識いたしております。そのためＩＲ管掌取締役を中心とするＩＲ体制の充

実を図り、株主・投資家と積極的かつ建設的な対話を行うよう努めてまいります。 

    ①株主・投資家と積極的かつ建設的な対話を行うため、経営企画グループ・総務グル

ープが担当部署となり、関係各部署と連携を執って対応してまいります。 

    ②ＩＲ活動等を通じて、公平かつ適時・適切な情報の開示に努め、株主・投資家との

積極的な対話の充実を図ってまいります。 

    ③ＩＲ活動にて把握された意見・有益情報等については、必要に応じて執行役員会や

取締役会へフィードバックを行ってまいります。    

④情報開示に関して、ＩＲポリシーを策定し、開示してまいります。 

 

（株式の政策保有及び政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針） 

第7条 当社は、中長期的な企業価値向上に必要と認められる場合には、政策保有株式を保有

いたします。 

2 主要な政策保有株式は、中長期的な経済合理性や将来の見通し等を検証のうえ、取締

役会で定期的な評価の見直しを行います。 

3 政策保有株式の議決権行使については、議案の内容が当社の保有目的に適合するもの

であるかという観点から判断いたします。 

 

（関連当事者間の取引） 

第8条 当社は、関連当事者との間で競業取引及び利益相反取引を行う場合には、当社および

株主共同の利益を害することのないよう、法令・規程に従い、あらかじめ取締役会の

承認を得るものとします。 

承認を受けた関連当事者間取引が発生した場合には、当該取引についての重要な事実

を取締役会に報告し、法令の定めるところに従い、その重要事実を適切に開示いたし

ます。 

 

 

第 3 章 ステークホルダーとの適切な協働 
 

（ステークホルダーとの適切な協働） 

第9条 当社は、顧客、取引先、従業員、株主、地域社会をはじめとする様々なステークホル

ダーによるリソースの提供や貢献により、会社の持続的成長と中長期的な企業価値が

向上することを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めてま

いります。また、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊

重する企業文化・風土の醸成のため、取締役会は、リーダーシップを発揮してまいり

ます。 
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（サステナビリティをめぐる課題への対応） 

第10条 当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティ（持続可能性）をめぐる課

題への適確な対応は、企業が社会的責任を果たすために不可欠であると認識のうえで、

当社の「環境理念」や「環境方針」を制定し、環境保全活動を行うなど、社会的責任

を果たす取り組みを積極的に推進してまいります。 

 

（社内のダイバシティの確保） 

第11条 当社は、社内に多様な視点や価値観が存在することは会社の持続的な成長を確保する

上での強みになることを十分認識し、百貨店事業の特性を活かし、女性社員がいきい

きと働き、様々な分野で活躍できる職場環境づくりを積極的に構築してまいります。

また、仕事と子育て両立のための次世代育成支援促進法に基づく「一般事業主行動計

画」を策定し、社員の誰もが継続的に活躍できる環境を提供してまいります。 

 

（内部通報制度） 

第12条 当社は、内部通報に係る社内規程を策定し、内部統制室内にコンプライアンス・ホッ

トラインを設けています。また、社内広報誌において公益通報制度の説明を行い、従

業員に周知・啓発を図ります。コンプライアンス管掌取締役が運用状況について確認

を行い、必要に応じて取締役会に報告を行います。 

 

 

第 4 章 適切な情報開示と透明性の確保 
 

（情報開示の方針） 

第13条 当社は、会社法その他の関係法令に基づき、当社及び当社を含む企業集団のリスク管

理、内部統制システム、法令順守等に関する当社の方針を決定し、適時・適切に開示

いたします。 

   2 当社は、会社法及び金融商品取引法その他の関連法令並びに東京証券取引所規則に従

って、重要情報を適時・適切かつ迅速に開示するとともに、株主、投資家、顧客、社

会にとって有益な情報についても積極的に適時・適切かつ公平に開示いたします。 

 

 
第 5 章 取締役会等の責務 

 

（取締役会の役割・責務） 

第14条 当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的な成

長と中長期的な企業価値の向上を確保し、収益力・資本効率等の改善を図るために、

次の事項をはじめとする役割・責務を果たしてまいります。 

      ①取締役会は、戦略的な方向づけを行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、経営

戦略や経営計画の基本方針について策定いたします。また、重要な業務の執行の決
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定に際して、経営戦略や経営計画の基本方針を踏まえて、決議を行います。 

    ②取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うために、

コンプライアンス意識の向上に努めるとともに、リスク管理体制や内部統制システ

ムを適切に整備・運用してまいります。 

    ③取締役会は、独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監

督を行うために、執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行の分離を図り、

効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに独立社外取締役を選任し、実効性の

高い監督の実現に取り組んでまいります。また、監査役においても、複数名の社外

監査役を選任し、取締役の業務執行に対する独立性の高い監査体制を構築してまい

ります。 

  ④取締役会で審議される決議事項及び報告事項について、社外取締役による問題提起

を含め自由闊達で建設的な議論・意見交換を行ってまいります。また、取締役会に

出席した全員が審議される議案等について活発な議論・意見交換を実施してまいり

ます。 

 

（取締役会の構成） 

第15条 当社の取締役会は、取締役の数を10名以内と定め、営業・販売・経理・管理部門に 

精通し、その知識・経験・能力に優れた取締役及び経営者として豊富な経験を有す   

る独立社外取締役で構成しております。 

当社の取締役会は、上記の取締役で構成され、持続的な成長と中長期的な企業価値の

向上を目指すうえで、多様性及び規模が最も適した構成になるよう努めてまいります。 

     2 社外取締役の独立性に関する基準（別紙参照）を別途定め、適時適切に開示いたし

ます。  

 

（独立社外取締役の役割） 

第16条 当社の独立社外取締役は、特に次の役割・責務を果たすことが期待されることを認識

し、適切な職務執行に努めてまいります。 

①自らの知見・経験に基づき、経営の方針や経営改善等につき、企業価値向上を図る

ために助言を行ってまいります。 

②経営陣幹部の選解任及びその他の取締役会の重要な意思決定を通じて、独立的な立

場から経営に対する監督を行ってまいります。 

③独立的な立場から会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督してまいりま

す。 

    ④経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダー

の意見を取締役会に適切に反映してまいります。 

 

（取締役会議長） 

第17条 当社の取締役会議長は、代表取締役が務めます。 

   2 取締役会議長は、取締役会において自由闊達で建設的な議論・意見交換が十分に行わ
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れるように審議時間を適切に設定するとともに、取締役会が効果的かつ効率的に運用

できるよう努めるものとします。 

 

（取締役の資格及び指名手続き） 

第18条 当社の取締役は、企業理念・経営理念に基づき、当社のみならず百貨店業界全体の更

なる発展に貢献することを期待できる人物であること、当社グループの持続的成長と

中長期的な企業価値の向上に資する、多様な経験・知識・能力を有する者であること、

管掌部門の諸問題に精通していること、当社の企業倫理を遵守し善管注意義務を適切

に果たすことができること等を総合的に判断し、選定及び指名を行います。 

 2 当社は、取締役候補者を決定するに際しては、性別、年齢、国籍等を問わず人物本

位といたしますが、取締役会の構成の多様性に関する考え方にも配慮いたします。 

     3 当社のすべての取締役は、その任期を 1 年とし、定時株主総会による選任の対象と

されます。 

 4 新任取締役の候補者は、本条の定めに従い選定し、取締役会で決定されます。  

     

（監査役の資格及び指名手続き） 

第 19 条 当社の監査役は、当社の企業理念・経営理念に基づき、取締役の職務執行を監督し、

法令又は定款違反を未然に防止するよう努めること、当社グループの健全な経営と社

会的信用の維持・向上に資する、知識・効力・経験を有する者であること、中立的・

客観的な視点から監査を行うこと等を総合的に判断し、指名を行います。また、当社

の監査役のうち最低1名は、財務・会計に関する適切な知見を有している者とします。 

    2当社は、監査役候補者を決定するに際しては、性別、年齢、国籍等を問わず人物本位

といたしますが、監査役会の構成の多様性に関する考え方にも配慮いたします。      

3 補欠監査役を含む新任監査役の候補者は、本条の定めに従い選定し、監査役会の同

意を経た上で、取締役会で決定されます。 

 

（独立社外役員の任期及び兼任制限） 

第20条 取締役会は、独立性基準において、最初に就任してから8年を超えて就任している社

外取締役及び社外監査役は、それぞれ独立社外取締役及び独立社外監査役の要件を満

たさないとする旨を定めるものとします。 

   2当社の独立社外取締役及び独立社外監査役は、当社以外3社を超えて他の上場会社の

取締役又は監査役を兼任してはならないものとします 

 

（取締役会の実効性評価） 

第21条 当社は、毎年、各取締役による自己評価と、代表取締役及び常勤監査役で構成する「役

員業績評定委員会」で予審した内容に基づき、取締役会において透明性や公平性の高

い取締役の評価を行い、その結果を踏まえて、取締役会の実効性の分析や機能向上を

図ってまいります。 
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（取締役の責務） 

第22条 取締役は、その職務を執行するに十分な情報の収集に努めるとともに、積極的に意見

を表明して議論を尽くものとします。 

   2 取締役は、その期待される能力を発揮して、当社のために十分な時間を費やし、取締

役としての職務を遂行するものとします。 

   3 取締役は、就任するに当たり、会社法等の関連する法令、当社の定款、取締役会規程

その他の当社の内部規程を理解し、その職責を十分に理解するものとします。  

 

（取締役及び監査役のトレーニング） 

第23条 当社の取締役及び監査役は、各自が求められる役割と責務を十分に果たすため、外部

の研修会のほか、各自が管掌する団体等のセミナーや勉強会に参加し、業務上必要

な知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めることができるように、随時トレーニン

グの機会の提供やその費用の支援を行ってまいります。 

 

（取締役の報酬等） 

第24条 取締役及び監査役の報酬等については、透明性や公平性を担保するため、代表取締役

及び常勤監査役で構成する「役員業績評定委員会」で予審した内容を、株主総会の

決議による取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、取締役の報酬は取締

役会の決議により、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。 

                                      以 上 
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 別 紙  

【 独立性基準 】 

 

当社取締役会は、当社の社外取締役または社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます。）

が独立性を有すると設定するには、次の要件を満たすことを独立性の判断基準とします。 

1．現在または過去において、当社、当社の子会社または関連会社（以下、「当社グループ」と

いいます。）の業務執行者（業務執行取締役、執行役員または使用人をいいます。）であっ

たことがないこと。 

2．当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。 

3．当社グループの主要な取引先またはその業務執行者でないこと。 

4．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会

計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、

当該団体に所属する者をいいます。）でないこと。 

5．当社グループが借入れを行っている主要な借入先またはその親会社もしくは子会社の業務

執行者でないこと。 

6．当社の大株主またはその業務執行者でないこと。 

7．当社グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者でないこと。 

8．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者でないこと。 

9．当社グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業者でないこと。 

10．上記2から9までの団体または取引先に過去に所属していた場合、当該団体または取引先

を退職後5年以上経過していること。 

11．以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族または同居の親族でないこと。 

 （1）当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人（本部次長職以上の使

用人をいいます。） 

 （2）過去5年間のいずれかの事業年度において、当社グループの取締役・監査役・執行役

員または重要な使用人であった者 

 （3）上記2から9で就任を制限している対象者 

12．形式的に独立性に抵触する場合であっても、他の合理的な理由を含めて総合的に判断した

結果、実質的に独立性があると判断される場合には、その理由を明らかにすることによっ

て独立性を認める場合があります。 

13．現在独立社外役員の地位にある者が、独立役員として再任されるためには、通算の在任期

間が8年間を超えないことを要します。 

 

【注】（1）上記2および3における「主要な取引先」とは、当社グループの販売先および仕入

先等であって、直近3会計年度において、年間の当社グループ間の取引金額が相互

にその連結総売上高の2％以上となる取引がある場合には、主要な取引先とみなし

ます。 

（2）上記4における「多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近3会計年度に
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おいて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていることをいいま

す。 

  （3）上記5における「主要な借入先」とは、当社グループが借入れを行っている金融

機関であって、直近3会計年度において、各事業年度末における借入金残高の平

均が、当社グループの連結総資産の2％以上となる借入がある場合には、主要な借

入先とみなします。 

（4）上記6における「大株主」とは、議決権比率が10％を超える株主をいいます。 

  （5）上記7の「寄付を受けている者またはその業務執行者」とは、直近3会計年度に

おいて年間1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の2％のいずれ

か大きい額を超えることをいいます。 

                                     以 上 
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